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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主剤がエポキシ系樹脂のみからなると共に、
　フェノールノボラックと、式２で表され、そのＲｅａｃｔｉｖｅ　ａｇｅｎｔが－ＮＨ
－Ｃ６Ｈ５－ＮＨ－グループである（ここでＣ６Ｈ５はフェニレン基を表す）リン酸二置
換硬化剤とのみを硬化剤として含み、

【化１】

　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・（２）
　当該リン酸二置換硬化剤により硬化した前記エポキシ系樹脂のアルカリ溶液に対する溶
解速度が、当該フェノールノボラックにより硬化した前記エポキシ系樹脂のアルカリ溶液
に対する溶解速度より１桁以上大きいものであり、
　当該リン酸二置換硬化剤の硬化剤当量が当該両硬化剤の硬化剤当量の５～３０％を占め
る、熱硬化性樹脂組成物。
【請求項２】
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　主剤がエポキシ系樹脂のみからなると共に、
　フェノールノボラックと、式２で表され、そのＲｅａｃｔｉｖｅ　ａｇｅｎｔが－ＮＨ
－Ｃ６Ｈ５－ＮＨ－グループである（ここでＣ６Ｈ５はフェニレン基を表す）リン酸二置
換硬化剤とのみを硬化剤として含み、
【化２】

　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・（２）
　当該フェノールノボラックと当該リン酸二置換硬化剤とを、合計の硬化剤当量を一定と
した場合に、当該フェノールノボラックと当該リン酸二置換硬化剤とを単独で使用したと
きより大きな銅箔ピール強度を与える含有量比で含み、当該リン酸二置換硬化剤の硬化剤
当量が当該両硬化剤の硬化剤当量の５～３０％を占める、熱硬化性樹脂組成物。
【請求項３】
　主剤がエポキシ系樹脂のみからなると共に、
　フェノールノボラックと、式２で表され、そのＲｅａｃｔｉｖｅ　ａｇｅｎｔが－ＮＨ
－Ｃ６Ｈ５－ＮＨ－グループである（ここでＣ６Ｈ５はフェニレン基を表す）リン酸二置
換硬化剤とのみを硬化剤として含み、

【化３】

　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・（２）
　当該リン酸二置換硬化剤の硬化剤当量が当該両硬化剤の硬化剤当量の５～３０％を占め
る、熱硬化性樹脂組成物。
【請求項４】
　前記熱硬化性樹脂組成物は、熱硬化後にデスミア処理され、当該デスミア処理後の表面
に金属が積層される、請求項１～３のいずれかに記載の熱硬化性樹脂組成物。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれかに記載の熱硬化性樹脂組成物を硬化させて得られる熱硬化樹脂
組成物。
【請求項６】
　請求項５に記載の熱硬化樹脂組成物と金属との積層体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、電子機器に使用される樹脂組成物に関する。さらに詳しくは、金属との接着性
の良好な、電子機器に使用される樹脂組成物に関する。
【０００２】
【従来の技術】
多層配線回路基板の絶縁樹脂組成物材料としては熱硬化性のエポキシ系樹脂組成物等から
なる熱硬化樹脂組成物を使用する場合が多い。
【０００３】
この熱硬化樹脂組成物上に化学メッキや金属箔との貼り合わせにより金属層を形成する場
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合に、熱硬化樹脂組成物と金属層との密着性を高めるため、熱硬化樹脂組成物表面に凹凸
を与える処理が施されることが多い。
【０００４】
この凹凸化処理のためには、たとえば、レーザやドリルによるビアホール作製時等のスミ
ア除去処理（デスミア処理）を利用することができる。具体的には、たとえば過マンガン
酸カリウム水溶液などのアルカリ溶液によりデスミア処理を行う際に、熱硬化樹脂組成物
表面を侵食させ、凹凸を与えることができる。
【０００５】
デスミア処理は、レーザやドリルによるビアホール作製時等の屑を主体とするスミアが電
気的導通不良やメッキの異常成長等の不具合を防止するため、このスミアをアルカリ溶液
で化学的に溶解除去するものであるが、この化学的作用を熱硬化樹脂組成物に及ぼし、そ
の表面に凹凸を与えるのである。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、絶縁樹脂組成物の耐熱性向上の要求により、絶縁樹脂組成物として用いら
れる熱硬化樹脂組成物の組成が改良され、耐熱性向上とともに耐アルカリ性も向上したた
め、デスミア処理による熱硬化樹脂組成物表面凹凸の形成が困難となり、金属の密着強度
の低下が問題となって来ている。
【０００７】
従来、この問題に対しては、二つの手法による対応が行われていた。
【０００８】
一つは製造プロセスの変更による対応であり、樹脂組成物を熱硬化させる場合に完全硬化
させる前に熱硬化プロセスをいったん停止し、デスミア処理による熱硬化性樹脂組成物表
面凹凸の形成を行い、その後に再度完全硬化させるというものである。
もう一つは樹脂組成物そのものの改良であり、樹脂組成物主剤の化学構造をデスミア処理
による侵食を受けやすいように改良するというものである。
【０００９】
しかしながら、前者には製造プロセスが複雑となり、製造コストが上昇するという問題が
ある。また後者には、樹脂組成物主剤の化学構造を変更することによって、耐熱性やメッ
キの際におけるメッキ液への溶出性に代表される耐薬品性等の他の物性も変化してしまい
、複数の要求物性を満たすことが困難であるという問題があった。
【００１０】
本発明は、上記問題を解決し、耐熱性等の物性に対する影響を排除しつつ、熱硬化樹脂組
成物の表面がデスミア処理による侵食を受けやすいようにし、熱硬化性樹脂組成物または
熱硬化樹脂組成物の主剤の選択とは無関係に金属との密着性を確保することができる簡便
な技術を提供することを目的とする。
【００１１】
本発明のさらに他の目的および利点は、以下の説明から明らかになるであろう。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
本発明の一態様によれば、複数の硬化剤を含む熱硬化性樹脂組成物において、アルカリ溶
液に対する溶解速度が他の硬化剤のいずれか一つより１桁以上大きい熱硬化樹脂組成物を
生じせしめる硬化剤を当該複数の硬化剤の一つとして含む熱硬化性樹脂組成物が提供され
る。
【００１３】
本発明の他の一態様によれば、複数の硬化剤を含む熱硬化性樹脂組成物において、当該複
数の硬化剤の内のいずれかである第一の硬化剤と第二の硬化剤とを、合計の硬化剤当量を
一定とした場合に、第一の硬化剤と第二の硬化剤とを単独で使用したときより大きな銅箔
ピール強度を与える含有量比で含む熱硬化性樹脂組成物が提供される。
【００１４】
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本発明のさらに他の一態様によれば、複数の硬化剤を含む熱硬化性樹脂組成物において、
当該熱硬化性樹脂がエポキシ系樹脂であり、フェノールノボラックとリン酸二置換硬化剤
とを硬化剤として含む熱硬化性樹脂組成物が提供される。
【００１５】
本発明のさらに他の一態様によれば、上記のいずれかの熱硬化性樹脂組成物を硬化させて
得られる熱硬化樹脂組成物が提供される。
【００１６】
本発明のさらに他の一態様によれば、上記の熱硬化樹脂組成物と金属との積層体が提供さ
れる。
【００１７】
上記のような態様によって示される本発明により、耐熱性やメッキの際におけるメッキ液
への溶出性に代表される耐薬品性等の物性に対する影響を排除しつつ、容易に、熱硬化樹
脂組成物の表面がデスミア処理による侵食を受けやすいようにすることが可能となる。そ
してこのような熱硬化樹脂組成物を使用すれば、金属との密着性に優れた熱硬化樹脂組成
物と金属との積層体を実現することができる。
【００１８】
なお、以下に説明する発明の実施の形態や図面の中で、本発明の更なる特徴が明らかにさ
れる。
【００１９】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の実施の形態を図，実施例等を使用して説明する。なお、これらの図，実
施例等及び説明は本発明を例示するものであり、本発明の範囲を制限するものではない。
本発明の趣旨に合致する限り他の実施の形態も本発明の範疇に属し得ることは言うまでも
ない。
【００２０】
本発明に係る熱硬化性樹脂組成物の主剤である熱硬化性樹脂としては、公知のどのような
熱硬化性樹脂を使用することも可能であり、たとえばエポキシ系熱硬化性樹脂を例示する
ことができる。この熱硬化性樹脂組成物には主剤のほか硬化剤も含まれるが、目的に応じ
てさらに他の添加剤やその他の成分を含んでいてもよい。
【００２１】
アルカリ溶液に対する溶解速度が他の硬化剤のいずれか一つより１桁以上大きい熱硬化樹
脂組成物を生じせしめる硬化剤（以下この硬化剤を硬化剤Ａという）についても、一つの
硬化剤のアルカリ溶液に対する溶解速度が他のいずれかの硬化剤より１桁以上大きいよう
にできれば、公知の硬化剤の中から任意に選択することができる。
【００２２】
上記で「他の硬化剤のいずれかより１桁以上大きい」としたのは、二種類の硬化剤を使用
する場合には、硬化剤Ａでない方の硬化剤（この硬化剤を硬化剤Ｂと呼称する）について
の溶解速度に対し、硬化剤Ａについての溶解速度が１０倍以上大きいことを意味する。こ
の硬化剤Ａについての溶解速度と硬化剤Ｂについての溶解速度との差異により、樹脂組成
物主剤の化学構造に依存することなく、デスミア処理における熱硬化樹脂組成物の表面凹
凸の付与が容易にできるようになり、その後熱硬化樹脂組成物上に化学メッキ（直接メッ
キ）を行う場合や金属との貼り合わせを行う場合における金属との密着強度を充分に得る
ことが可能になる。
【００２３】
また、三種類以上の硬化剤を使用する場合には、硬化剤Ａでないいずれかの硬化剤（硬化
剤Ｂ）についての溶解速度に対し、硬化剤Ａについての溶解速度が１０倍以上大きいこと
を意味する。この場合、硬化剤Ａ，Ｂ以外の硬化剤についての溶解速度は任意に選択する
ことができるが、デスミア処理における熱硬化樹脂組成物の表面凹凸の付与の障害になら
ないように配慮することが重要である。具体的には、実際に硬化剤を含む熱硬化性樹脂組
成物を作製し、これを硬化させ、得た熱硬化樹脂組成物をアルカリ溶液で処理し、表面の
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凹凸の形成を観察することによって硬化剤Ａ，Ｂ以外の硬化剤の使用の可否を検討するこ
とが可能である。
【００２４】
なお、硬化剤についてのアルカリ溶液に対する溶解速度は、使用対象と同一の熱硬化性樹
脂を主剤とし、使用対象の硬化剤のそれぞれのみを使用して硬化して得た熱硬化樹脂組成
物について、所定の温度条件下、所定のアルカリ溶液に浸漬して当該熱硬化樹脂組成物の
重量減速度を測定する。本発明では、厚さ８０μｍの熱硬化樹脂組成物膜を６０ｇ／Ｌの
過マンガン酸カリウム水溶液に８０℃で浸漬し、４０分後の重量減少量で比較し、その比
を溶解速度の比とした。すなわち溶解速度が１桁以上大きいとは、この比が１０以上であ
ることを意味する。
【００２５】
検討の結果、硬化剤Ａの含有量が、使用された全硬化剤の硬化剤当量の５～３０％を占め
ることが好ましく、７～１２％を占めることがさらに好ましいことが判明した。得た熱硬
化樹脂組成物をアルカリ溶液で処理した場合、適切な表面の凹凸の形成を実現しやすいか
らである。
【００２６】
なお、上記における凹凸の形状については、たとえばクラック状のもの等種々のものが考
えられるが、クレータ状の凹部よりなるものが一般的であり、金属との密着性の点でも良
好である。図１にこのクレータ状の凹部の断面のモデル図を、図２には、平面モデル図を
示す。直径２～３μｍ、深さ２～３μｍ程度の大きさの凹部が一般的であるようである。
【００２７】
ここで、上記の硬化剤Ａの含有量は、次のようにして決める。
【００２８】
１．熱硬化性樹脂を使用する場合に、その１官能基当量に相当する量に所定の比率で対応
する硬化剤の量を１硬化剤当量として算出する。たとえばエポキシ系の樹脂を熱硬化性樹
脂として使用した場合には、その樹脂の１エポキシ当量に相当する量に所定の比率で対応
する硬化剤の量を１硬化剤当量として算出する。この所定の比率は、硬化の条件、硬化の
程度等、希望に応じて任意に定めることができる。この所定の比率は複数の硬化剤を使用
する場合にも共通して使用される。
【００２９】
例として、１エポキシ当量の熱硬化性樹脂量を１００ｇとする。つまり、１モル相当分の
エポキシ基を有する熱硬化性樹脂量を１００ｇとする。
【００３０】
この場合、上記の所定の比率を１とすれば、１００ｇ×１＝１００ｇ故、その樹脂の１エ
ポキシ当量に所定の比率で対応するこの硬化剤の１硬化剤当量は１００ｇである。
【００３１】
以下、エポキシ系の樹脂について説明する。
【００３２】
２．この全硬化剤の必要硬化剤量をｘ硬化剤当量（たとえば０．５硬化剤当量）とする。
【００３３】
３．硬化剤Ａの実際の使用量がｙ硬化剤当量（たとえば０．０５硬化剤当量）であるとす
る。
【００３４】
４．（ｙ／ｘ）×１００が上記の硬化剤Ａの含有量に該当する。この値が５～３０の間に
あることが好ましく、７～１２の間にあることがさらに好ましい。
【００３５】
なお、アルカリ溶液で処理した場合に適切な表面の凹凸の形成が実現したかどうかは、表
面の観察によって定めることもできるが、後述するように金属箔とのピール強度を評価す
ることによって定めることも可能であり、客観的データが得られるので好ましい方法であ
る。金属泊としては銅箔を使用することが好ましい。
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【００３６】
銅箔によるピール強度の測定から、適切な硬化剤の組み合わせを使用すると、それぞれを
単独で使用した場合より、ピール強度を高めることができることが示された。
【００３７】
この現象を利用すると上記のように溶解速度を測定しないで適切な硬化剤を選択すること
ができる。すなわち、複数の硬化剤を含む熱硬化性樹脂組成物において、当該複数の硬化
剤の内のいずれかである第一の硬化剤と第二の硬化剤とについて、合計の硬化剤当量を一
定とした場合に、第一の硬化剤と第二の硬化剤とを単独で使用したときより大きな銅箔ピ
ール強度を与えるような硬化剤の組み合わせを選択し、所望の銅箔ピール強度となるよう
にその含有量比を定めれば、本発明の目的に適う熱硬化性樹脂組成物や熱硬化樹脂組成物
を得ることが可能となる。
【００３８】
なお、熱硬化性樹脂組成物としてエポキシ系樹脂を使用する場合の具体的な硬化剤として
は、フェノールノボラックとリン酸置換硬化剤との組み合わせが好ましい。フェノールノ
ボラックを硬化剤として硬化した熱硬化樹脂組成物の方が、リン酸置換硬化剤を硬化剤と
して硬化した熱硬化樹脂組成物よりアルカリ溶液に対する溶解速度が小さく、この差異が
凹凸を生じさせる原因になっているものと思われる。
【００３９】
なお、ここでフェノールノボラックの一例は、下記の一般的化学構造式（１）で代表的に
表すことができる。なお、式中Ｒはアルキレンまたはアリーレン基を表す。
【００４０】
【化１】

【００４１】
・・・・（１）
また、リン酸置換硬化剤とは、熱硬化性樹脂を硬化させる機能を有する物質の基の一部が
リン酸で置換された物質を意味する。
【００４２】
このような熱硬化性樹脂を硬化させる機能を有する物質は公知のどのようなものからでも
選択することができる。
【００４３】
リン酸で置換される基も任意に選択することができ、熱硬化性樹脂を硬化させる機能を有
する物質中に複数あってもよい。すなわち、一置換体から多置換体までを含み得る。また
、リン酸側からみた場合にも、熱硬化性樹脂を硬化させる機能を有する物質が一以上置換
されたものが含まれ得る。
【００４４】
リン酸と熱硬化性樹脂を硬化させる機能を有する物質の基とはどのような結合基で結合さ
れてもよいが、結合が速やかに切断されやすいもの、たとえば－Ｏ－結合や－ＮＨ－結合
、－Ｎ－結合等が好ましい。
【００４５】
このようなリン酸置換硬化剤は、熱硬化の反応中にリン酸との結合が速やかに切断され、
硬化剤としての機能が促進される結果、その熱硬化樹脂組成物は、フェノールノボラック
を硬化剤として硬化した熱硬化樹脂組成物の方より、アルカリ溶液に対する溶解速度が大
きくなる一方、この硬化剤が単独に使用された場合に比べ、硬化速度の制御が容易で再現
性がよく、ガス等の発生を少なくし得ることが見いだされた。
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【００４６】
特に、下記の一般的化学構造式（２）で示されるリン酸二置換硬化剤が好ましいことが判
明した。なお、式中「Ｒｅａｃｔｉｖｅ　ａｇｅｎｔ」は熱硬化性樹脂を硬化させる機能
を有する物質に由来する構造部分を意味する。この例として、－ＮＨーＣ6Ｈ5－ＮＨーグ
ループ（ここで、Ｃ6Ｈ5はフェニレン基を意味する）を挙げることができる。
【００４７】
【化２】

【００４８】
・・・・（２）
なお、リン酸置換硬化剤は難燃剤としても機能するため、ハロゲン化合物たとえばビスフ
ェノール－Ａの臭素置換物等の代替物として使用することができる。リン酸置換硬化剤中
のリン酸濃度は高い方が有利である場合が多い。この点でもリン酸二置換硬化剤は有利で
ある。
【００４９】
上記のような条件で硬化剤を含有する熱硬化性樹脂組成物を硬化させて得た熱硬化絶縁樹
脂組成物は、耐アルカリの向上した熱硬化性樹脂を使用しても熱硬化樹脂組成物の表面が
デスミア処理による侵食を受けやすくなり、しかも耐熱性やメッキの際におけるメッキ液
への溶出性に代表される耐薬品性等の他の物性の悪化もないか、あるいは少ない。そして
、表面に形成された凹凸のため、金属と貼り合わせあるいはメッキして得た金属との積層
体は、優れた密着性を与えるものとなる。さらに、この熱硬化樹脂組成物の生成の過程で
、適宜有機、無機の長繊維、短繊維、織物、編み物と混合しあるいは含浸することにより
、耐熱性や破断強度等を改良することも可能である。
【００５０】
これらの熱硬化樹脂組成物は、たとえばＦＰＣ（ｆｌｅｘｉｂｌｅ　ｐｒｉｎｔｅｄ　ｃ
ｉｒｃｕｉｔ）の構成要素として使用したり、絶縁層、絶縁性被覆、シール材等として、
多層配線回路基板の構成要素として使用したり、銅箔と貼り合わせて、いわゆるＲＣＣ（
ｒｅｓｉｎ　ｃｏａｔｅｄ　ｃｏｐｐｅｒ）と呼ばれる樹脂組成物付銅箔を作製したりす
ることが有用である。
【００５１】
銅箔との積層体は、熱硬化性樹脂組成物を銅箔上に塗布し、当該熱硬化性樹脂組成物を加
熱硬化させることによって得ることができる場合もある。また、テープ状の熱硬化性樹脂
組成物または熱硬化樹脂組成物と銅箔とをたとえば熱プレスにより貼り合わせて作製でき
る場合もある。
【００５２】
銅箔の厚さと熱硬化樹脂組成物の厚さとには特に制限はない。銅箔の厚さが１０～３０μ
ｍ、熱硬化樹脂組成物の厚さが４５～２００μｍのものを例として挙げることができる。
【００５３】
本発明により、耐熱性や耐薬品性等の物性に対する影響を排除しつつ、熱硬化樹脂組成物
の表面がデスミア処理による侵食を受けやすいようにすることが容易に可能となる。
【００５４】
また、熱硬化性樹脂組成物または熱硬化樹脂組成物の主剤の選択とは無関係に金属との密
着性を確保することができる。
【００５５】
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また、絶縁樹脂組成物表面に凹凸を形成するデスミア処理は、樹脂組成物完全硬化後に行
うことができるため、絶縁樹脂組成物の硬化プロセスはデスミア処理前の一度でよく、工
程を複雑にすることがない。これによって、従来手法よりも安価に製品を提供することが
可能となる。
【００５６】
【実施例】
次に本発明の実施例及び比較例を詳述する。なお、必要な特性等は次のようにして求めた
。
【００５７】
（アルカリ溶液に対する溶解速度測定）
厚さ８０μｍの熱硬化樹脂組成物膜を６０ｇ／Ｌの過マンガン酸カリウム水溶液に８０℃
で浸漬し、４０分後の重量減少量で比較し、その比を溶解速度の比とした。硬化剤の影響
を判断する場合には、同一硬化剤当量を使用した。
【００５８】
（デスミア処理）
熱硬化樹脂組成物試料を６０ｇ／Ｌの過マンガン酸カリウム水溶液に８０℃で、１０分間
浸漬した。
【００５９】
（銅箔ピール強度測定）
板状の熱硬化樹脂組成物上に幅１ｃｍ，厚さ１８μｍの銅箔を化学メッキにて生成させ、
メッキの端部をめくりとり、これを直角方向に引っ張り、その剥離力を幅の長さで割った
値を銅箔ピール強度とした。単位はｋｇ／ｃｍである。
【００６０】
［実施例１］
主剤としてナフタレン型２官能エポキシ系樹脂を、硬化剤としてフェノールノボラックと
リン酸二置換硬化剤とを用いた熱硬化性樹脂組成物を作製した。
【００６１】
フェノールノボラックとしては上記化学構造式（１）において、ＲがＣＨ2のものを使用
した。また、リン酸二置換硬化剤としては、上記化学構造式（２）で「Ｒｅａｃｔｉｖｅ
　ａｇｅｎｔ」が－ＮＨーＣ6Ｈ5－ＮＨーグループであるものを使用した。
【００６２】
フェノールノボラック単独で硬化させたナフタレン型２官能エポキシ系樹脂組成物は過マ
ンガン酸カリウム水溶液にほとんど不溶であるのに対して、リン酸二置換硬化剤単独で硬
化させたナフタレン型２官能エポキシ系樹脂組成物は過マンガン酸カリウム水溶液により
容易に溶解し、溶解速度はフェノールノボラック単独で硬化させた場合に比べ十分一桁以
上大きいことを確認した。
【００６３】
具体的には、１７重量％のフェノールノボラックを用いた熱硬化性樹脂組成物の、アルカ
リ溶液に対する溶解速度測定での重量減は、４０分で０．０５重量％、１００分で０．１
２重量％、１４０分で０．１５重量％であるのに対し、１７重量％のリン酸二置換硬化剤
を用いた熱硬化性樹脂組成物の、アルカリ溶液に対する溶解速度測定での重量減は、４０
分で４．７重量％、１００分で１．２８重量％、１４０分で１６．５重量％であった。
【００６４】
なお、ナフタレン型２官能エポキシ系樹脂の１エポキシ当量（２４０ｇ）に対応する硬化
剤当量を計算する場合の所定の比率としては、フェノールノボラックとリン酸二置換硬化
剤との両者について、１．０とした。また、実際の硬化剤の使用量は、１エポキシ当量（
２４０ｇ）に対し、１硬化剤当量（２４０ｇ）とした。
【００６５】
リン酸二置換硬化剤を、硬化剤全体の５重量％、１０重量％、１５重量％、２０重量％の
割合で使用して、熱硬化性樹脂組成物を作製した。
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【００６６】
この熱硬化性樹脂組成物を厚さ０．０８ｃｍ、長さ３０ｃｍ、幅１０ｃｍのシート状に成
形し、硬化して熱硬化樹脂組成物を得た。
【００６７】
この熱硬化樹脂組成物をデスミア処理し、表面の凹凸の客観的評価手段として銅箔ピール
強度を比較した。
【００６８】
結果を図３に示す。図３より、リン酸二置換硬化剤の配合によってピール強度が変化し、
１０重量％付近で最大値１．３ｋｇ／ｃｍを示した。
【００６９】
同じナフタレン型２官能エポキシ系樹脂組成物をフェノールノボラック単独で硬化させた
樹脂組成物硬化物を同様に評価した結果では０．１５ｋｇ／ｃｍ程度のピール強度しか得
られなかったことから、樹脂組成物全体に対しリン酸二置換硬化剤５重量％～２０重量％
の範囲での配合が、銅箔ピール強度の向上に効果を有していることは明らかである。
【００７０】
すなわち、本実施例のフェノールノボラックとリン酸二置換硬化剤との組み合わせは、上
記第一の硬化剤と第二の硬化剤との組み合わせの一例である。
【００７１】
【発明の効果】
本発明により、耐熱性や耐薬品性等の物性に対する影響を排除しつつ、熱硬化樹脂組成物
の表面がデスミア処理による侵食を受けやすいようにする簡便な技術を提供することが可
能となる。
【００７２】
また、熱硬化性樹脂組成物または熱硬化樹脂組成物の主剤の選択とは無関係に金属との密
着性を確保することができる。
【００７３】
なお、上記に開示した内容から、下記の付記に示した発明が導き出せる。
【００７４】
（付記１）　複数の硬化剤を含む熱硬化性樹脂組成物において、
アルカリ溶液に対する溶解速度が他の硬化剤のいずれか一つより１桁以上大きい熱硬化樹
脂組成物を生じせしめる硬化剤を当該複数の硬化剤の一つとして含む熱硬化性樹脂組成物
。
【００７５】
（付記２）　前記アルカリ溶液に対する溶解速度が他の硬化剤のいずれか一つより１桁以
上大きい熱硬化樹脂組成物を生じせしめる硬化剤の硬化剤当量が、使用された全硬化剤の
硬化剤当量の５～３０％を占める付記１に記載の熱硬化性樹脂組成物。
【００７６】
（付記３）　アルカリ溶液に対する溶解速度が他の硬化剤のいずれか一つより１桁以上大
きい熱硬化樹脂組成物を生じせしめる硬化剤の硬化剤当量が、使用された全硬化剤の硬化
剤当量の７～１２％を占める付記１に記載の熱硬化性樹脂組成物。
【００７７】
（付記４）　複数の硬化剤を含む熱硬化性樹脂組成物において、
当該複数の硬化剤の内のいずれかである第一の硬化剤と第二の硬化剤とを、合計の硬化剤
当量を一定とした場合に、第一の硬化剤と第二の硬化剤とを単独で使用したときより大き
な銅箔ピール強度を与える含有量比で含む熱硬化性樹脂組成物。
【００７８】
（付記５）　複数の硬化剤を含む熱硬化性樹脂組成物において、
当該熱硬化性樹脂がエポキシ系樹脂であり、
フェノールノボラックとリン酸二置換硬化剤とを硬化剤として含む熱硬化性樹脂組成物。
【００７９】
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（付記６）　同時に、付記１～３のいずれかと付記４と付記５とからなる熱硬化性樹脂組
成物の群の少なくともいずれか二つに該当する熱硬化性樹脂組成物。
【００８０】
（付記７）　付記１～６のいずれかに記載の熱硬化性樹脂組成物を硬化させて得られる熱
硬化樹脂組成物。
【００８１】
（付記８）　付記７に記載の熱硬化樹脂組成物と金属との積層体。
【００８２】
（付記９）　前記熱硬化樹脂組成物が繊維強化されている付記８に記載の積層体。
【００８３】
（付記１０）　付記８または９に記載の積層体を含む多層配線回路基板。
【００８４】
（付記１１）　付記８または９に記載の積層体よりなる樹脂組成物付銅箔。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る熱硬化樹脂組成物をデスミア処理した際に生じるクレータ状の凹部
の断面のモデル図である。
【図２】本発明に係る熱硬化樹脂組成物をデスミア処理した際に生じるクレータ状の凹部
の平面モデル図である。
【図３】本発明に係る熱硬化樹脂組成物をデスミア処理し、銅箔ピール強度を比較した結
果を示す。

【図１】

【図２】

【図３】
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